
第１回 静岡県感染症対策連携協議会

日時：令和５年７月25日(火)17時00分～

場所：ホテルアソシア静岡

４階「カトレア」

（一部委員はＷＥＢ参加）

１ 開 会

２ 議 事

報告事項

（１）現在の新型コロナの状況及び他の感染症の動向

協議事項

（１）連携協議会の設置（会長及び副会長の選任）

（２）予防計画改定の進め方

（３）部会の設置

３ 閉 会
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静岡県感染症対策連携協議会運営規約

（設置）

第 1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114

号。以下「法」という｡)第 10 条の２第１項の規定に基づき静岡県感染症対策連携協議会

（以下「協議会」という｡)を設置する。

（趣旨）

第２条 この規約は、法第 10 条の２第５項の規定に基づき、協議会の運営に関し必要な事

項を定めるものとする。

（目的）
第３条 協議会は、法第 16 条第２項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生
等の公表が行われたときは、当該感染症の発生の予防及びそのまん延を防止するために必
要な対策の実施について協議を行うよう努める。

２ 協議会は、その構成する機関が相互の連絡を図ることにより、構成する機関及び関係団
体等が定めた予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、連携の緊密化を図
る。

３ 協議会は、予防計画を定め、又は変更しようとするとき、施策との整合性の確保及び専
門的知見の活用を図るため協議を行う。

（組織）
第４条 協議会は、別表に掲げる機関をもって構成する。
２ 前項に規定する機関の代表者は、委員として協議会に参画する。
３ 協議会には、会長１人及び副会長２人を置く。
４ 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
５ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
６ 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を代理する。

（会議）

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

２ 会長は、必要と認めるときは、他の委員の同意を得て、委員以外の者の出席を求めるこ
とができる。

３ 協議会は、各委員の命により、代理出席を認める。

４ 会議において協議が調った事項について、委員は、その協議の結果を尊重しなければな

らない。

（部会）

第６条 協議会には、各論点ごとに議論する場として、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。ただし、いずれの部会も、静岡県保健所長会

長、静岡市保健所長及び浜松市保健所長を必要に応じて指名する。

３ 会長は、必要と認めるときは、他の委員の同意を得て、委員以外の者を部会員として指
名することができる。

４ 部会は、各委員又は部会員の命により、代理出席を認める。

５ 部会には部会長１人及び副部会長１人を置く。

６ 部会長及び副部会長は、部会に属する委員及び部会員の互選により選任する。
７ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

８ 部会長に事故があるときは、副部会長が、部会長の職務を代理する。

９ 部会において協議した事項は、次の協議会において報告するものとする。

（会議の公開）

第７条 協議会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、特定の者に利益

若しくは不利益をもたらすおそれがあるとき、又は、円滑若しくは公正な審議に著しい支

障を及ぼすおそれのあるときは、非公開とすることができる。

２ 部会は、原則非公開とし、部会の協議事項を会議へ報告することにより、公開とみなす。



（会議の開催形式）

第８条 協議会の会議及び部会は、諸般の事情により、対面での会議開催が困難な場合には、書面等

での開催とすることができる。

（協議会資料等の公表）

第９条 協議会に提出された資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個

人情報等で公表が適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しないものとす

る。

２ 協議会の議事については、議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、公表する

ものとする。ただし、第７条第１項ただし書きにより非公開とした会議に係るものは非公

開とする。

（庶務）

第 10 条 協議会の庶務は、静岡県健康福祉部感染症対策課において処理する。

（雑則）

第 11 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規約は、令和５年７月 25 日から施行する。



別表 静岡県感染症対策連携協議会 構成機関

※区分の内容・掲載順は、感染症法及び国通知に準じる。

区分 機関名

都道府県 静岡県

保健所設置市等
静岡市保健所

浜松市保健所

感染症指定医療機関 静岡市立静岡病院

診療に関する学識

経験者の団体

医師会 県医師会

歯科医師会 県歯科医師会

薬剤師会 県薬剤師会

看護協会 県看護協会

職能団体

県精神科病院協会

県病院協会

県慢性期医療協会

消防機関 県消防長会

その他の関係機関

高齢者施設等の関係団体 県老人福祉施設協議会

介護・障害福祉サービス事業所

の関係団体
県社会福祉協議会

保健所 県保健所長会

地方衛生研究所等 環境衛生科学研究所

検疫所 名古屋検疫所清水検疫所支所

教育機関 県教育委員会

保健所設置市等以外の市町村等
焼津市

小山町

地域の実情に応じた幅広い

関係機関

県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

県立総合病院

静岡がんセンター

順天堂大学附属静岡病院

浜松医科大学

弁護士会
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議事

１ 連携協議会の設置（会長及び副会長の選任）

２ 予防計画改定の進め方

３ 部会の設置

１

協議事項

報告事項

現在の新型コロナの状況及び他の感染症の動向



静岡県全体 第８波以降の１週間感染者数（7/16まで） 

（2022.10/3～2023.7/16）
（全感染者数は5/7まで）

前週比1.33倍

10.77

この１週間 推計95００人（1日約1400人）
［先週は推計71００人（1日約1000人）］

このラインを超えると医療がひっ迫
するおそれ＝ の目安16人

感染拡大
注意報レベル

このラインを超えると感染者が急増
するおそれ＝ の目安８人

２

報告事項関係



静岡県 コロナ病床確保病院 入院患者重症度別推移(2022.10/1～2023.7/21)

230
130
47

1,3%

252

• ５月８日以降は、51のコロ
ナ病床確保病院のうち、G-
MISに入力した病院の数値
を集計したもの

• 病床確保病院の入院患者数
は、前週7月14日と比べて、
全体で70人増加し、中等症
Ⅱ以上は16人増加

• 入院患者の約６割が軽症者

52

1月22日
Max 20人

第８波(BA.5)

5月8日

1月11日
Max 246人

（人）

1月16日
Max 1,042人

 

３



• 国立感染症研究所が、中和抗体からの逃避や感
染者数増加の優位性が示唆される亜系統として
動向を注視する必要があるとしたオミクロン株
の系統※の検出状況を示す

• 直近では、上述の系統に属する亜系統のうち
XBB系統が、県全体で計63検体（94％）検出
された

• なお、検体採取は結果が判明した週の約２週前

 ※　BA.2.75系統、BA.4.6系統、XBB系統
　　　BQ.1系統、BS.1系統

静岡県 オミクロン株 感染者数増加が示唆される亜系統の状況（2022.11/28～2023.7/9） 
12月11日までは政令市を除く県所管地域

ゲノム
解析数 64,127, 168,

12月12日からは政令市を含む県全体

142,152,120,222,141,231,99, 37,73, 43, 12,15, 13, 21, 18, 7, 7, 21,15, 14,
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警報レベル
は６
最高値は
R4　2.09
R3　0.99
R2　0.61
R1　4.01

警報レベル
は20
最高値は
R4　10.46
R3　 7.18
R2　 6.35
R1 　8.42

警報レベル
や流行レベル
の設定なし
最高値は
R4　1.71
R3　8.67
R2　0.35
R1　3.33

流行レベル
は１
最高値は
R4　 1.40
R3　 0.01
R2　22.27
R1　69.42

静岡県 流行中等で注意すべき感染症 

５



議事

１ 連携協議会の設置（会長及び副会長の選任）

２ 予防計画改定の進め方

３ 部会の設置

６

協議事項

報告事項

現在の新型コロナの状況及び他の感染症の動向



資料１　感染症法の改正内容

７

国資料より抜粋協議事項１関係



資料１－２　感染症法の改正ポイント

項 目 内 容 備 考 

連携協議会 
(第10条の２) 

都道府県は、県、保健所設置市、感染症指定医療機関、関係団体、消防機関等により構成さ
れる都道府県連携協議会を組織し、同協議会において新型インフルエンザ等感染症の発生の
予防等に必要な対策の実施、県及び保健所設置市の予防計画を協議 

令和５年４月１日施行 

予防計画 
(第10条) 

都道府県が国の基本指針に即し定める予防計画について平時からの備えを確実に推進するた
め、記載事項の充実とともに、病床、外来、医療人材、後方支援、検査能力等の確保につい
て数値目標を設定 

令和６年４月１日施行
 ※医療措置協定は
  令和６年9月30日まで
  に締結

医療措置協定 
(第36条の３) 

都道府県が定める予防計画に沿って、県と医療機関等の間で病床、発熱外来の確保等に関す
る協定を締結 

検査等措置協定 
(第36条の３) 

今後の感染症の発生・まん延時に即座に検査能力、宿泊施設を確保するため、県と検査機関、
宿泊施設等との間で、協定を締結 

◆ 感染症法の改正により、連携協議会の設置や都道府県が定める予防計画等に沿い、都道府県と医療機関等の間で病床確保等の協定を締結する仕組み

 などが新たに規定された。

主な改正点

８

協議事項１関係



資料１－３　都道府県連携協議会の設置
◆ 改正感染症法（令和５年４月１日施行分）により、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図る

ため、都道府県、管内の保健所設置市、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体、消防機関、その他関係機関を構成員とする「都道府県
連携協議会」を設置することとなった。

◆ 連携協議会では、予防計画の改定を行うほか、新型インフルエンザ等感染症の発生の予防及びそのまん延を防止するために必要な対策について協議する。

  ※新たに保健所設置市が定める予防計画についても本連携協議会において協議する。

◆ 連携協議会の運営及び構成員については、地域の実情に応じた柔軟な取り扱いが可能とされ、設置に当たっては既存の会議体の活用が可能とされてい
ることから、「新型コロナウイルス感染症医療専門家会議」を基盤に、国からの要請を踏まえた新たな構成員を加えて、「静岡県感染症対策連携協議
会」を設置する。

９

協議事項１関係



　　資料１－４　既存会議と今後の会議体の関係（イメージ）

静岡県感染症対策連携協議会

部会
※協議内容により必要に応じて設置

感染症発生動向調査委員会

薬剤耐性(AMR)対策部会

肝炎医療対策委員会

エイズ対策推進委員会

予防接種対策委員会

結核対策推進協議会

新興感染症等対策検討部会

ふじのくに感染症管理センター

連携（情報共有）

ಯ
ળ

ග
ڸ
ڹ
ڸ

常設専門家会議　 FICT

助言・提言

専門家会議・部会等の設置状況（令和５年度以降）専門家会議・部会等の設置状況（令和４年度）
新型コロナ関係 既存感染症関係

新型コロナウイルス
感染症医療専門家会議

ふじのくに感染症専門医協働
チーム（FICT）

新型コロナウイルス感染症
重点医療機関等連絡調整会議

・県及び病院協会共催

新興感染症等対策検討部会

感染症発生動向調査委員会

肝炎医療対策委員会

薬剤耐性(AMR)対策部会

エイズ対策推進委員会

予防接種対策委員会

結核対策推進協議会

発展的解消

・座長：県医師会 紀平会長
・県内医療関係団体代表者等19名
・R2から５回開催（書面等）
 

・座長：倉井がんセンター部長
・感染症専門医等18名、顧問：１名
・R2から27回開催

・とりまとめ：倉井がんセンター部長
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策従事者21名
 

今後常設専門家会議として再編を検討

部会メンバーを想定

新型コロナウイルス
感染症対策専門家会議

協議事項１関係

・部会長：宮入浜松医科大学医学部 教授 
・対策専門家会議、ＦＩＣＴコアメンバー等14名
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資料１－５　協議会の運営規約
◆ 法第10条の２第５項に基づき「静岡県感染症対策連携協議会運営規約」を制定する。
◆ 本協議会は、会議運営のため代理出席、書面開催等を認める。
◆ 必要に応じて委員以外の者の出席を認めることで、機動力と実効性を確保している。
◆ あらかじめ部会での議論を予定し、部会設置についても規約に規定している。

条文区分 内 容
第１条（設置） ・感染症法に基づく協議会の設置 

第２条（趣旨） ・感染症法に基づき本運営規約を規定  

第３条（目的） ・感染症法に基づく協議会の目的

第４条（組織） ・委員構成、会長及び副会長の選任、会長の職務 

第５条（会議） ・委員以外の招致、代理出席の承認 

第６条（部会） 
・委員以外の招致、代理出席の承認 
・部会長の職務、部会協議事項の次期協議会への報告 

第７条（会議の公開） 
・協議会の原則公表、条件付非公表 
・部会の原則非公表、協議会への報告 

第８条（会議の開催形式） ・書面開催等 

第９条（協議会資料等の公表） 
・会議資料の速やかな公表（個人情報部分除く） 
・議事録の公表（非公開会議除く） 

第10条（庶務） ・感染症対策課において処理

第11条（雑則） ・その他必要事項は別途規定 

【運営規約の概要】

協議事項１関係

 運営規約第４条第４項の規定により会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
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議事

１ 連携協議会の設置（会長及び副会長の選任）

２ 予防計画改定の進め方

３ 部会の設置

協議事項

報告事項

現在の新型コロナの状況及び他の感染症の動向
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　　資料２　静岡県感染症予防計画の概要①（予防計画とは）

感染症法第10条及び感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針（以下「基本指針」という。）に基づき、各都道府県は感染
症対策の総合的な推進を図るために取り組むべき施策を盛り込んだ「感染症の予防のための施策の実施に関する計画」（以下、「予防計
画」という。）を定めなければならない。 

予防計画の根拠等

明治30年制定の伝染病予防法を抜本的に見直し、平成10年に感染症法が制定され、感染症対策の基本計画として予防計画を策定 

予防計画の改定状況

主な改正 国 県

平成11年４月 国の基本指針策定 －
平成11年12月  － 予防計画策定

平成15年12月 

国の基本指針改正 
2001年9月11日に発生した米国同時多発テロ事件以降、生物テロ
対策の必要性が高まったことから、緊急時及び動物由来感染症の
対策強化

－

平成17年４月  － 予防計画改定

平成19年３月 
国の基本指針改正 
バイオテロ対策の強化、結核予防法を感染症法に統合

－

平成20年５月
国の基本指針改正 
鳥インフルエンザの流行を機に、２類に「新型インフルエンザ等
感染症」を追加

－

平成20年９月 － 予防計画改定 

令和４年３月 －

予防計画改定 
新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、国の方針・指針の見直
しに先行し、「新興感染症等対策」について、令和３年度の「保
健医療計画」の中間見直しに記載するとともに、予防計画の新た
な章にも追加記載し、保健医療計画との整合を図った。

令和５年５月 国の基本指針改正（後述） －

令和６年３月 － 予防計画改定（予定）

協議事項２関係
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国の基本指針に準拠して平成11年に策定したが、１類～５類感染症及び結核等の既存感染症への対策を中心とした内容となっており、こ
れまでの改正は感染症法の改正に合わせた文言の修正・追加に留まったため、新型コロナウイルス感染症のような新興・再興感染症の発
生・まん延に備えた実効性ある計画になっていなかった。

　　　　　資料２－２　予防計画の概要②（本県計画の現状と改定の方向性）
現行計画

新型コロナウイルス感染症対策に基づく感染症法の改正により、都道府県連携協議会が設置され、平時からの備えを確実に推進するため、
連携協議会における議論を踏まえて記載事項を充実するとともに、病床、外来、医療人材、後方支援、検査能力等の確保について具体的
な数値目標を設定し、その裏付けとなる医療措置協定を県と医療機関等の間で締結した上で、有事に対応可能な予防計画に再構成する。

※静岡県保健医療計画の分野別計画として、保健医療計画との整合を図る必要あり。

改定計画

改定作業のイメージ

指針等 新計画（原案） 参考（現行計画） 

①既存国指針項目
(現行感染症等） 

国指針準拠 
※時点更新等 国指針準拠 

②新規国指針項目 国指針準拠  
③新興・再興感染症に係
　る数値目標 新型コロナ実績値  

④本県独自項目（ふじのに感
　　染症管理センター開設等） 項目検討・本文独自作成 独自作成 

主な計画との関係

 ٳ

ಯ
ળ


ഉ
ඪ

ଆ
ੑ


○静岡県保健医療計画（令和５年度改定）
・疾病・事業ごと医療体制
・６事業目（新興・再興感染症）

医
療
法

○健康危機対処計画（令和５年度策定）
・保健所及び地方衛生研究所の体制整備
・ＩＨＥＡＴの強化

地
域
保
健
法

○新型インフルエンザ等対策行動計画
・新型インフルエンザの感染拡大抑制
・県民生活及び地域経済への影響の最小化

特
措
法

整合

◆ ①現行部分（結核を含む現行感染症）及び②追加項目について、
国指針に基づき素案を作成

◆ ③新興・再興感染症に係る数値目標は新型コロナ実績値を設定
◆ ④本県独自の取組も盛り込む

協議事項２関係
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資料２-３　国基本指針の新旧対照
◆ 厚生労働大臣は基本指針を定めなければならない（感染症法第９条）と規定されており、感染症法改正に伴い基本指針についても改定された。

厚生労働省が策定する基本指針の記載事項（新旧対照）

新 旧 

一 感染症の予防の推進の基本的な方向 一 感染症の予防の推進の基本的な方向 
二 感染症の発生の予防のための施策に関する事項 二 感染症の発生の予防のための施策に関する事項 
三 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項 三 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項 
四 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項 五 感染症及び病原体等に関する調査及び研究に関する事項 
五 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 七 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 
六 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項 四 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項 
七 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項 （新設） 
八 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項 六 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項 
九 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそ　
　のまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の
　確保に係る目標に関する事項 

（新設） 

十 宿泊施設の確保に関する事項 （新設） 
十一 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者の
　療養生活の環境整備に関する事項 

（新設） 

十二 感染症の予防又はまん延防止のための総合調整・指示の方針に関する事項 （新設） 
十三 第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項 （新設） 
十四 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関
 する事項 

九 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関す
 る事項 

十五 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項 八 感染症の予防に関する人材の養成に関する事項 
十六 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項 （新設） 
十七 特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項 十 特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項 

十八 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実
　施並びに医療の提供のための施策（国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の
 連絡体制の確保を含む。）に関する事項 

十一 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のた
 めの施策（国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含 
 む。）に関する事項 

十九 その他感染症の予防の推進に関する重要事項 十二 その他感染症の予防の推進に関する重要事項 
15
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◆ 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国や関係機関との連携協力により病床、外来医療、医療人材等の確保、保健所や検査等
 の体制強化に向けて、達成すべき数値目標を設定し、その裏付けとなる医療措置協定を医療機関等と締結するなど、平時から感染症対
　策を推進し、県民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備える。
◆ 感染症対策の司令塔となる「ふじのくに感染症管理センター」を拠点に10年後を見据えて感染症への対応力を強化し、「防疫先進県」
　を目指す。

資料２－４　静岡県感染症予防計画の改定方針（案）

改定のポイント
基本方針

・幅広い関係者からなる「静岡県感染症対策連携
 協議会」を設置し、構成員間の情報共有や予防
 計画等の協議を行うとともに、取組状況の進捗
 を管理することで、計画の実効性を担保する体
 制を整備

・新型コロナ対応の経験を活かし、流行の時点を
 捉えた段階的な医療提供体制（病床、外来、医
 療人材、後方支援、検査能力、宿泊療養）に係
 る数値目標を設定
・数値目標を担保するため医療機関等と医療措置
 協定を締結 等

・令和５年４月に国に先行して開設したセンター
 の機能を充実
・情報プラットフォームの構築による情報の共有
 化と発信機能の強化
・デジタルコンテンツを活用した人材育成
・常設専門家会議の設置 等

平時における関係機関の連携推進
新興・再興感染症の発生・まん延に備えた

　医療提供体制整備
ふじのくに感染症管理センターの司令塔機
能の確立
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施
策
展
開

○全体を統括する場（協議会）と各論ご
 とに議論する場（部会）を開催し、予 
 防計画改定に係る協議を実施する。
 ※年１回開催（本年度３回程度開催）

○平時から感染症の発生及びまん延に備
 えるため予防計画に基づく取組状況を
 毎年進捗管理し、評価・改善を行う。

施
策
展
開

○事前調査により各医療機関等の確保可
 能体制を把握した上で、令和５年度中
 から調整、締結を開始し、令和６年９
 月までの締結を目指す。

○協定により確保された数値と目標値に
 乖離がある場合は、目標達成に必要な
 取組を検討する。

施
策
展
開

○令和６年４月に検査機能を備えた施設とし
 てフルオープンする。

○閲覧者が任意に編集できる機能を備え
 たＨＰを開設するとともに、データ管理
 の一元化により情報の共有を図る。
○医療機関や施設職員向けの研修動画をＨＰに掲
 載し、自学による人材育成を進める。

○既存会議を再編し、センターに常設専門家
 会議を設置する。



　　　　    資料２－５　予防計画の骨子案①（新旧対照（大項目））

第１ 感染症の予防の推進の基本的な方向

第４ 緊急時における対応

第２ 感染症の発生の予防及びまん延の防止

○総合的な予防対策・健康危機管理体制の確立
○ふじのくに感染症管理センターの設置
○関係機関・県民等それぞれの役割（連携協議会の設置）

○感染症発生動向調査の実施・予防のための啓発（検疫所との連携）
○積極的疫学調査の実施、発生時における迅速な対応・まん延防止(医療DXの活用)

○感染症指定医療機関を核とした医療提供体制の整備
○医療措置協定による新興感染症への体制整備
○感染症患者への医療の提供
○患者移送の体制及び宿泊施設の確保、外出自粛者支援の環境整備
○体制確保に係る目標の設定
○県による統合調整

○生物兵器を用いたテロ攻撃や一類感染症等の単発患者発生への対応

○感染症対策に資する感染症及び病原体等の調査・研究や調査・研究に携わる人材の育成
○検査機能の確保
○感染症対策を推進できる人材の養成・確保（IHEAT要員の確保）
○保健所体制の確保

第１ 感染症予防推進の基本的な方向（国指針１）

第２ 感染症の発生の予防及びまん延の防止（国指針２～５）

第３ 感染症に係る医療の提供体制の確保（国指針６～18）

第４ その他感染症の予防の推進に関する重要事項（国指針19）

改定後計画現行計画

17※第６及び第７は章立てはせず各章該当項目に掲載

第６ 新型コロナウィルス感染症対策

第７ 新興・再興感染症対策

第３ 医療の提供体制の確保

第５ 研究の推進、検査の実施体制、人材の養成、知識の普及及び
   その他の重要事項

○学校、職域などを通じた普及啓発、積極的な情報提供
○薬剤耐性菌（AMR)対策の普及啓発
○「災害時の対応」「動物由来感染症の対応」「外国人への対応」

協議事項２関係



大項目（国対応含む） 中項目（県が対応すべき項目） ※共通項目除く

1-1感染症の発生及びまん延に備えた事前対応型行政の構築 一 事前対応型行政の構築(連携協議会の設置） 1-1感染症の発生及びまん延に備えた事前対応型行政の構築(連携協議会の設置）

1-2個人個人における感染症の予防及び治療に重点を置いた対策 二 国民個人個人に対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策 1-2個人個人における感染症の予防及び治療に重点を置いた対策

1-3人権への配慮 三 人権の尊重 1-3人権への配慮

1-4健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応 四 健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応 1-4健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応

1-5結核の予防の推進の基本的な方向 該当なし 1-5結核の予防の推進の基本的な方向

1-6県及び市町村の果たすべき役割
五 国及び地方公共団体の果たすべき役割（平時からの人材確保、人材受入れ体制の構築、保健所

 設置市の支援）

1-6県及び市町村の果たすべき役割

  （平時からの人材確保、人材受入れ体制の構築、保健所設置市の支援）

1-7県民の果たすべき役割 六 国民の果たすべき役割 1-7県民の果たすべき役割

1-8医師等の果たすべき役割 七 医師等の果たすべき役割（保健医療機関等の行政への協力等）
1-8医師等の果たすべき役割

  （保健医療機関等の行政への協力等）

1-9獣医師等の果たすべき役割 八 獣医師等の果たすべき役割 1-9獣医師等の果たすべき役割

九 感染症対策における国際協力（国対応）

1-10予防接種 十 予防接種 1-10予防接種

一 感染症の発生の予防のための施策に関する考え方（検疫所との連携）

二 感染症発生動向調査

三 結核に係る定期の健康診断

四 感染症の予防のための対策と食品保健対策の連携

五 感染症の予防のための対策と環境衛生対策の連携

六 検疫所における感染症の国内への侵入予防対策

一 患者等発生後の対応時の対応に関する考え方（情報の公表に関する市町との連携）

二 検体の採取等、健康診断、就業制限及び入院

三 感染症の診査に関する協議会

四 消毒その他の措置

五 積極的疫学調査（対象者への説明及び罰則適用の事前説明）

六 指定感染症の指定

七 新感染症への対応

八 感染症のまん延の防止のための対策と食品保健対策の連携

九 感染症のまん延の防止のための対策と環境衛生対策の連携

十 患者等発生後の対応時における検疫所の対応

十一 関係各機関及び関係団体との連携

2-3結核の発生の予防及びまん延の防止（その他の事項） 該当なし 2-3結核の発生の予防及びまん延の防止（その他の事項）

一 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する基本的な考え方

二 国における感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究の推進（国対応）

三 地方公共団体における情報の収集、調査及び研究の推進（発生届及び積極的疫学調査の電磁

 化、知識・経験を有する職員の活用）

四 関係各機関及び関係団体との連携

五 予防計画を策定するに当たっての留意点

一 感染症の病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する基本的な考え方

二 国における感染症の病原体等の検査の推進（国対応）

三 都道府県等における感染症の病原体等の検査の推進（環境衛生科学研究所の体制整備）

四 国及び都道府県等における総合的な病原体等の検査情報の収集、分析及び公表のための体制の構築

五 関係機関及び関係団体との連携

一 感染症に係る医療提供の考え方

二 国における感染症に係る医療を提供する体制（国対応）

3-2第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関等の整備 3-2第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関等の整備

3-3医療措置協定等による新興感染症への体制整備（協定締結・個人防護具の備蓄）

3-4一般医療機関における感染症患者への医療提供

3-5初期診療体制の確立

3-6集団発生時の医療提供

3-8結核の治療における服薬確認 該当なし

3-9医療関係団体等との連携 五 関係機関及び関係団体との連携（連携協議会を通した連携） 3-5医療関係団体との連携（連携協議会を通した連携）

第１ 感染症の予防の推進の基本的な方向（任意記載）

第２ 感染症の発生の予防及びまん延の防止

第３ 感染症に係る医療の提供体制の確保

旧 現行予防計画
国指針

新 改定予防計画（骨子案）

2-1感染症の発生の予防 第二 感染症の発生の予防のための施策に関する事項 2-1感染症の発生の予防（検疫所との連携）

第四 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究

 に関する事項
2-4感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究

5-2感染症の病原体等の検査の推進 第五 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 2-5病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上（環境衛生科学研究所の体制整備）

3-1基本的な考え方及び方針 
3-1基本的な考え方及び方針 

   （新興感染症発生時の対応と事前の役割分担について追記）
三 都道府県における感染症に係る医療を提供する体制

 （新興感染症発生時に備えた連携協議会等を通した準備）

 （医療措置協定の締結による体制整備、医薬品及び個人防護具の確保）

四 その他感染症に係る医療提供のための体制
3-4その他感染症に係る医療提供のための体制

第一 感染症の予防の推進の基本的な方向

2-2感染症のまん延の防止  第三 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項
2-2感染症のまん延の防止

   （情報の公表に関する市町との連携、対象者への説明及び罰則適用の事前説明）

第六 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項

     資料２－５ 静岡県感染症予防計画の骨子案②（新旧対照（詳細））協議事項２関係
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大項目（国対応含む） 中項目（県が対応すべき項目） ※共通項目除く

旧 現行予防計画
国指針

新 改定予防計画（骨子案）

一 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する考え方

二 国における感染症の患者の移送のための体制の確保の方策（国対応）

三 都道府県等における感染症の患者の移送のための体制確保の方策

四 関係各機関及び関係団体との連携

第八 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関 

 する事項
国対応

第九 感染症に係る医療を提供する体制の確保・まん延防止措

 置に必要な体制確保に係る数値目標に関する事項（新規）
一 厚生労働省令で定める体制の確保に係る基本的な考え方 3-7医療提供体制確保に係る目標の設定等

一 宿泊施設の確保に関する事項の基本的な考え方

二 国における宿泊施設の確保に関する事項の方策（国対応）

三 都道府県等における宿泊施設の確保に関する事項の方策

四 関係各機関及び関係団体との連携

一 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整

 備の基本的な考え方

二 国における印型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者の療養生活の

環境整備の方針（国対応）

三 都道府県等における新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者

 の療養生活の環境整備の方針

一 法第四十四条の五第一項等の規定による総合調整又は法第五十一条の五第一項等の規定による

 指示の方針の基本的な考え方

二 国における法第四十四条の五第一項（法第四十四条の八において準用する場合を含む。）若しくは

法第五十一条の四第一項の規定による総合調整又は法第五十一条の五第一項若しくは第六十三条の二の

規定による指示の方針（国対応・県から国への要請部分について県計画に記載）

三 都道府県における法第六十三条の三第一項の規定による総合調整調整又は法第六十三条の四の

 規定による指示の方針

一 法第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する基本的な考え方

二 法第五十三条の十六第一項二規定する感染症対策物資等の確保に関する方策

三 関係機関及び関係団体との連携

一 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する基本的な考え方

二 国における感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する方針（国対応）

三 地方公共団体における感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重 

 に関する方針

四 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関するその他の方針

五 関係各機関との連携

一 人材の養成及び資質の向上に関する基本的な考え方

二 国における感染症に関する人材の養成及び資質の向上（国対応）

三 都道府県等における感染症に関する人材の養成及び資質の向上

四 医療機関等における感染症に関する人材の養成及び資質の向上

五 医師会等における感染症に関する人材の養成及び資質の向上

六 関係各機関及び関係団体との連携

一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する基本的な考え方

二 国における感染症の予防に関する保健所の体制確保に関する方針（国方針）

三 都道府県等における感染症の予防に関する保健所の体制の確保

四 関係機関及び関係団体との連携

第十七 特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項 国対応

4-1緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の

提供のための施策 
一 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策 3-14-1緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策 

4-2国との連絡体制 二 緊急時における国と地方公共団体との連絡体制  2国との連絡体制

4-3地方公共団体相互間の連絡体制 三 緊急時における地方公共団体相互間の連絡体制  3地方公共団体相互間の連絡体制

4-4医師会、獣医師会等との連携 四 国及び地方公共団体と関係団体との連絡体制  4医師会、獣医師会等との連携

4-5緊急時における情報提供 五 緊急時における情報提供（国への対応）  5緊急時における情報提供

5-5その他感染症の予防の推進に関する重要事項 第十九 その他感染症の予防の推進に関する重要事項 一 施設内感染の防止 二災害防疫 四動物由来感染症対策 七外国人に対する適用 八薬剤耐性対策 ４-1その他感染症の予防の推進に関する重要事項
新型コロナウイルス感染症対策

6-1現状と課題
6-2（新型コロナウイルス）今後の対策

7-1新興・再興感染症対策

第４ その他感染症の予防の推進に関する需要事項

3-3感染症患者の移送 第七 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項（新規）
３-６感染症の患者の移送の体制の確保

     （消防機関等関係団体との役割分担の検討、平時からの訓練や演習の計画）

第十 宿泊施設の確保に関する事項（新規） 3-8宿泊施設の確保

第十一 外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項 

 （新規）
3-9新型インフルエンザ等又は新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備について

第十二 総合調整又は指示の方針に関する事項（新規） 3-10感染症の予防又はまん延防止のための総合調整に関する事項

第十三 感染症対策物資などの確保に関する事項（新規） 3-3にあわせて記載

5-4感染症に関する知識の普及及び患者等の人権への配慮

 (3)患者等の人権への配慮

第十四 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患

 者等の人権の尊重に関する事項
3-11感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権尊重に関する事項

5-3感染症に関する人材の養成
第十五 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関す

 る事項

3-12感染症の予防に関する人材の養成

    （ＩＨＥＡＴ要員の確保及び研修、感染症指定医療機関における訓練などの取組）

第十六 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事

 項（新規）
3-13感染症の予防に関する保健所の体制の確保

第十八 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防

 止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策

該当なし （※第６及び第７は章立てはせず各章該当項目に掲載）
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資料２－６　医療措置協定の概要①
◆ 感染症法の改正により、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定を締結する仕組み等が法定化（第36条の３）され、都道府県は、
 広く地域における医療機関の機能や役割を確認し、医療提供の分担・確保を図ることとなった。
 ※令和６年４月１日から施行

 協定の対象となる感染症の類型

○新型インフルエンザ等感染症
○指定感染症
○新感染症 

 協定の相手方と内容

１ 医療機関等 （病院、診療所、薬局、訪問看護事業所）  

２ 検査機関

３ 宿泊施設 20

(1) ①病床の確保、②発熱外来の実施、③自宅療養者等への医療の提供及び健康観察、④後方支援（感染症回復患者又は病床の確保の　
協定締結医療機関に代わっての一般患者の受入）、⑤医療人材派遣、のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当
該医療機関が講ずべきもの ※①から⑤までのうち、該当する措置のみ記載する。

  (2) 個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容 
    (3) (1)・(2)の措置に要する費用の負担の方法 

   (4) 医療措置協定の有効期間  ※当初：令和９年３月31日、以降３年間自動更新 （想定）

  (5) 医療措置協定に違反した場合の措置 

  (6)  (1)・(2)の措置に係る必要な準備に係る事項 

  (7) 医療措置協定の変更に関する事項 
  (8) その他都道府県知事が必要と認める事項 

個別のガイドラインに基づく協定案により締結

協議事項２関係

※（１～５類感染症は対象外）

※（医療機関等の管理者と個別に締結、メール等電磁的な方法による取り交わし可）



・令和６年度からの予防計画・医療計画の策定に係る数値目標を設定するとともに、医療機関との円滑な協議・締結作業に資するよう、新型コロ
　ナの対応を念頭に、国が示した調査票を参考に、医療機関調査（事前調査）を実施予定（準備中）

資料２－６　医療措置協定の概要②

・新興感染症発生・まん延時には、その感染症の特性に合わせて、都道府県と医療機関は協定の内容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対
 応を行うことも前提に、協定協議段階で可能な範囲で都道府県と医療機関とが合意した内容について締結する。 

・事前の想定と大きく異なる場合は国において機動的に対応する。

事前調査の実施（今後実施予定）

・協定を締結した医療機関のうち、感染症法第６条第16項及び第17項の規定に基づきそれぞれ都道府県知事が指定する。

区分 協定内容 

第一種協定指定医療機関 県要請後２週間以内を目途に病床を確保する 

第二種協定指定医療機関 発熱外来又は自宅療養者等の対応を行う 
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・医療機関の管理者と協定を締結することについて協議が調わないときは、医療審議会の意見を伺い、相手方に理由書の提出を求めることができる。

・提出された理由が十分でないときは、相手方に医療審議会において当該理由について説明することを求めることができる。

医療措置協定の区分

協定に係る履行確保措置

協議事項２関係

協定締結手続



議事

１ 連携協議会の設置（会長及び副会長の選任）

２ 予防計画改定の進め方

３ 部会の設置

協議事項

報告事項

現在の新型コロナの状況及び他の感染症の動向
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資料３　部会の設置とその役割（イメージ）
◆ 静岡県感染症対策連携協議会のもとに各論点を議論する場として部会を設置し、予防計画策定等に係る必要な協議を行う。

静岡県感染症対策連携協議会

・目的：医療措置協定締結に必要
    な実務的な協議を実施
    （主に発熱外来）
・委員：静岡県医師会、郡市医師会
　　　　公衆衛生担当役員等を想定

・目的：医療措置協定締結に必要な実
    務的な協議を実施（主に入院、
    流行初期の外来）
・委員：流行初期（発生の公表後3ヶ 
    月まで）から入院患者の受入
　　　　れが可能な病院（感染症指定
　　　　医療機関、地域の中核病院等
　　　　を想定）の管理者又はこれに
    相当する者等
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○必要に応じて設置
　当面は協議会本会に委員以外の関係者を招聘する形式で対応

（運営規約第５条第２項）
 会長は、必要と認めるときは、他の委員の同意を得て、委
員以外の者の出席を求めることができる。

協議事項３関係

診療所部会 病院部会 ○○部会 ○○部会 

部 会



　　　　　資料３－２　今後のスケジュール（予防計画改定、協定締結）

区分 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

予防計画
改定

協定締結

医療計画

事前調査

 　

【
協
議
会
①
】

  

予
防
計
画
改
定
の
進
め
方
等

7/25
　

【
協
議
会
②
】

予
防
計
画
素
案
等
協
議

中旬

【
協
議
会
③
】

予
防
計
画
策
定

上旬　

【
部
会
③
】

　

修
正
案
確
認

　

予
防
計
画
目
標
値
確
定

中旬

事
前
調
査
集
計

医
療
審
議
会

医
療
審
議
会

医
療
審
議
会

第９次医療計画
骨子案作成

第９次医療計画
素案作成

予
防
計
画
素
案

      協定締結に向けた個別調整 ⇒ 締結

R6.9.30 までに締結完了

予
防
計
画
改
定

パブリック
コメント

実施

パブリック
コメント修正

最終とりまとめ

第
９
次
医
療
計
画
策
定

修正
パブリック
コメント

実施

予防計画素案準備

修正
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【
部
会
①
】
（
説
明
会
）

　
　

事
前
調
査
調
整

上旬 　

【
部
会
②
】

　

調
査
結
果
報
告

　

協
定
締
結
に
向
け
た
調
整

下旬

事前調査準備
  

目標値設定

協議事項３関係


